
 

平成２０年３月１８日 

制 定 

東京大学ハラスメント予防担当者設置要項 

 

（設置） 

第１条 東京大学に、東京大学におけるセクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、その他のハ

ラスメント及びこれに類する人格権侵害、並びにこれらに起因する問題（以下「ハラスメント」

という。）を防止するため、東京大学ハラスメント予防担当者（以下「予防担当者」という。）

を置く。 

（任務） 

第２条 予防担当者は、各部局長の監督のもとに、部局内において次の各号に掲げる任務を行う。 

(1) ハラスメント防止のための啓発活動に努めること。 

(2) ハラスメント防止に関する理解の増進を図ること。 

(3) ハラスメント防止のための研修等を企画・実施すること。 

(4) ハラスメントに関する相談に対して、ハラスメント相談所を紹介すること。 

(5) ハラスメント防止のための研修会等に参加すること。 

(6) その他ハラスメント防止のために必要な措置をとること。 

（予防担当者） 

第３条 各部局に、男女各 1名以上の予防担当者を置き、そのうち 1名を代表予防担当者とする。 

（遵守事項） 

第４条 予防担当者は、任務を遂行するにあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 相談者の名誉、プライバシーその他の人格権を侵害することのないよう慎重に対処し、業

務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。 

(2) 相談者の意向をできる限り尊重しなければならないこと。 

(3) 相談者に対して二次被害をおこさないよう、細心の注意をはらわなければならないこと。 

（部局独自の呼称・取組） 

第５条 予防担当者には、部局としての独自の呼称を用いることができる。 

２ 部局において、ハラスメント防止のために独自の取組を行うことができる。なお、その取組

の内容について、ハラスメント防止委員会及びハラスメント相談所に報告するものとする。 

 （補則） 

第６条 この要項に定めるもののほか、予防担当者に関し必要な事項は、ハラスメント防止委員

会の定めるところによる。 



 

附 則 

この要項は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


